
 

      医 第 1170 号  

令和元年５月８日  

 

  各保健所設置市衛生主管部（局） 長 殿 

   

  

 

 神奈川県健康医療局保健医療部長  

                  （公  印  省  略） 

 

 

医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施 
について（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃から御理解、御協力を

いただきお礼申し上げます。 

標記のことについて、別添のとおり、平成 31年４月 24日付医政総発 0424

第１号及び医政医発 0424 第３号で厚生労働省医政局総務課長及び同省同

局医事課長から通知がありましたので、貴市所管医療機関に周知ください

ますようお願いします。 

なお、裏面に記載の関係団体等には別途依頼済みであることを申し添え

ます（「医療事故調査制度」開始時のチラシに、調査の流れ等概要の記載

がありますので参考までに添付します。）。 

 

 

 

問合せ先 

医療課法人指導グループ 佐々木 

電  話  (045)210-1111 内線 4871 

 

 

 



 

通知済み関係団体（各会会員には周知依頼済み） 

公益社団法人神奈川県医師会 

一般社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 



 

 

 

医 政 総 発 0 4 2 4 第 １ 号 

医 政 医 発 0 4 2 4 第 ３ 号 

平成 31 年４月 24 日 

 

各都道府県医務主管部（局）長 殿 

 

厚生労働省医政局総務課長   

厚生労働省医政局医事課長   

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

医療事故調査制度における解剖等調査の適切な選択・実施について 

 

 

医療事故調査制度については、医療安全の確保のため、医療事故の再発防止を

図ることを目的とし、平成 27年 10月１日から施行されています。 

制度における解剖等の調査項目については、当該医療機関において、事案に応

じて、事前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有

無、実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して選択し、実施

の有無を判断していただくようお願いしております。 

こうした中、平成 31年１月１日より、死体検案書等を交付した医師が、その

後、解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査の結果等により死因等を確定又は変更

した場合は、厚生労働省にその旨の報告をするよう通知（「医師による死因等確

定・変更報告の取扱いについて（周知依頼）」（平成 30 年 12 月５日付け医政発

1205第１号、政統発 1205第１号厚生労働省医政局長、政策統括官（統計・情報

政策、政策評価担当）連名通知））を発出し、死因統計の一層の正確性を図るこ

ととしております。 

死因究明を行うためには、有効な方法とされる解剖をはじめ、病理組織学的検

査、死亡時画像診断等の調査が適切に選択・実施されることが重要であると考え

ており、遺族にも死亡後の諸検査の意義をわかりやすく説明していただくよう

お願いいたします。 

貴職におかれましては、医療事故調査の適切な実施について、その運用に遺憾

のないよう特段の御配慮をいただくとともに、管下政令指定都市、保健所設置市

区、医療機関、関係団体等に対し周知をお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規

定に基づく技術的助言であることを申し添えます。 
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